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「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します 
～総合労働相談は７年連続100万件超、内容は「いじめ・嫌がらせ」が３年連続トップ～ 

 
厚生労働省は、このたび、「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめま

したので、公表します。 

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境など

をめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談*1」、労働局長

による「助言・指導*2」、紛争調整委員会による「あっせん*3」の３つの方法があります。 

平成26年度は、総合労働相談、助言・指導、あっせんの件数がいずれも前年度と比べ減

少しました。ただし、総合労働相談件数は７年連続で100万件を超え、高止まりしています。 

また、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」

が62,191件と、３年連続で最多となりました。 

 

【ポイント】 

１ 総合労働相談件数、助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも前年度と比べ減少 

・総合労働相談件数               1,033,047 件（前年度比1.6％ 減） 

→うち民事上の個別労働紛争相談件数      238,806 件（ 同   2.8％ 減） 

・助言・指導申出件数                    9,471 件（ 同  5.5％ 減） 

・あっせん申請件数                   5,010 件（ 同   12.3％ 減） 

・全体的に減少傾向にあるものの、総合労働相談件数が７年連続で100万件を超えるなど、 

高止まり。（第１・２図） 

２ 民事上の個別労働紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が３年連続トップ 

・「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は62,191件（前年59,197件）で３年連続トップ、 

助言・指導の申出では1,955件（前年2,046件）で２年連続トップ、あっせんの申請では 

1,473件（前年1,474件）で初めてのトップ。（第２・５・８表） 

３  助言・指導、あっせんともに迅速な処理 

・助言・指導は１か月以内に97.3％、あっせんは２か月以内に92.0％を処理。（第10・13表） 

 

*1 「総合労働相談」：都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など 381か所（平成 27年 4月 1

日現在）に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設

置し、専門の相談員が対応。 

*2 「助言・指導」：民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を 

示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。 

*3 「あっせん」：紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って 

話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。  

平成 27年６月 12日 
【照会先】 
大臣官房地方課 企画室 
室  長 大塚 弘満 
室長補佐 井上 健 
(代表電話) 03(5253)1111(内線 7738) 
(直通電話) 03(3502)6679 
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１ 総合労働相談の状況 
 

（１） 件数の推移 

 

 

 

※ 「民事上の個別労働紛争」とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者

と事業主との間の紛争（労働基準法等の違反に係るものを除く）。 

 

（２） 内容は「いじめ・嫌がらせ」が増加（第１表） 

 
① 平成26年度の民事上の個別労働紛争相談の内訳としては、「いじめ・嫌がらせ」が 

62,191件（21.4％）、「解雇」が 38,966件（13.4％）、「自己都合退職」が 34,626 

件（11.9％）と多くなっている。（第２表） 

②  相談者は、労働者（求職者を含む）が 195,198件（81.7％）と大半を占めており、事 

業主からの相談は 24,766件（10.4％）であった。（別添１の２） 

③  相談対象の労働者の就労形態は、「正社員」が 91,111件（38.2％）、「パート・アル 

バイト」が 38,583件（16.2％）、「期間契約社員」が 26,128件（10.9％）、「派遣 

労働者」が 10,399件（4.4％）となっている。（第３表） 
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  第１表 最近３か年度の主な紛争の動向 

（民事上の個別労働紛争に係る相談件数） 

   

 

第２表 民事上の個別労働紛争相談件数の推移（相談内容別） 

 

 

※ 年度ごとに上段が件数、下段が相談内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。 

下段の合計値は、四捨五入による端数処理の関係で100％にならないことがある。 

なお、内訳延べ合計件数は、１回の相談において複数の内容にまたがる相談が行われた場

合には、複数の相談内容を件数として計上したもの。 
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第３表 民事上の個別労働紛争相談件数の推移（就労形態別） 

 

 

※ 年度ごとに上段が件数、下段が相談対象の労働者の就労形態の全体（合計件数）に占める 

割合。 

下段の合計値は、四捨五入による端数処理の関係で100％にならないことがある。 

※ 事業主からの相談については、相談対象の労働者の就労形態を計上。 

 

２ 都道府県労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会

によるあっせんの状況 

（１） 助言・指導申出件数、あっせん申請件数ともに前年より減少 

①  助言・指導申出件数は前年度に比べて553件減少（前年度比5.5％減）し9,471件、あ 

っせん申請件数は前年度に比べて702件減少（同12.3％減）し5,010件。（第２図） 

② 民事上の個別労働紛争の解決を図るため、この制度では、 

・都道府県労働局長による助言・指導 

・紛争調整委員会※によるあっせん 

を運用している。 

③ 都道府県労働局長による助言・指導とは、民事上の個別労働紛争について、都道府県 

労働局長が、被申出人に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、 

紛争当事者の自主的な紛争解決を促進する制度である。 
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④ 紛争調整委員会によるあっせんとは、弁護士、大学教授等の紛争調整委員が、紛争当 

事者の間に公平・中立な第三者として入って話し合いを促進することにより、紛争の 

解決を図る制度である。 

 

※ 紛争調整委員会とは、労働問題の専門家である学識経験者によりあっせんを行うために組織された委員

会であり、都道府県労働局ごとに設置されている。この紛争調整委員会の委員（総計381名）のうちから

事案ごとに指名される３名のあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施し、あっせん委員は双

方から求められた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示する。 

 

 
 

（２）助言・指導申出内容は、「解雇」「いじめ・嫌がらせ」が減少、 

「自己都合退職」が増加（第４表） 

① 平成26年度の助言・指導申出内容の内訳としては、「いじめ・嫌がらせ」に関するも 

のが 1,955件（18.9％）、「解雇」が 1,303件（12.6％）、「自己都合退職」が 947 

件（9.2％）、「労働条件の引下げ」が941件（9.1％）と多くなっている。（第５表） 

② 申出人は労働者が 9,376件（99.0％）と大半を占め、事業主は 95件（1.0％）であっ 

た。（別添１の３（１）） 

③ 紛争の当事者である労働者の就労形態は、「正社員」が 4,630件（48.9％）、「パー 

ト・アルバイト」が 2,171件（22.9％）、「期間契約社員」が 1,590件（16.8％）、 

「派遣労働者」が 570件（6.0％）である。（第６表） 
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第４表 最近３か年度の主な紛争の動向 

（助言・指導申出件数） 

 

第５表 助言・指導申出件数の推移（申出内容別） 

 

 

※  年度ごとに上段が件数、下段が申出内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。   

下段の合計値は、四捨五入による端数処理の関係で100％にならないことがある。 

なお、内訳延べ合計件数は、１件の助言・指導申出で複数の内容にまたがる申出が行わ 

れた場合には、複数の申出内容を件数として計上したもの。 
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第６表 助言・指導申出件数の推移（就労形態別） 

 

 

※ 年度ごとに上段が件数、下段が紛争の対象となっている労働者の就労形態の全体（合計件 

数）に占める割合。 

下段の合計値は、四捨五入による端数処理の関係で100％にならないことがある。 

※ 事業主からの助言・指導の申出については、紛争の対象の労働者の就労形態を計上。 

 

（３）あっせん申請内容は、「解雇」が減少、「自己都合退職」が 

増加、「いじめ・嫌がらせ」は前年度並み（第７表） 

① 平成26年度のあっせん申請内容の内訳を見ると、「いじめ・嫌がらせ」に関するもの

が 1,473件（26.7％）、「解雇」が 1,392件(25.2％)、「雇止め」が 480件（8.7％）、

「退職勧奨」が 422件（7.7％）と多くなっている。（第８表） 

② 申請人は労働者が 4,918件（98.2％）と大半を占め、事業主は 81件（1.6％）、労使 

双方からの申請は 11件（0.2％）であった。（別添１の４（１）） 

③ 紛争の当事者である労働者の就労形態は、「正社員」が 2,381件（47.5％）「パート・ 

アルバイト」が 1,010件（20.2％）、「期間契約社員」が 983件（19.6％）、「派遣労 

働者」が 335件（6.7％）である。（第９表） 
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第７表 最近３か年度の主な紛争の動向 

（あっせん申請件数） 

 

第８表 あっせん申請件数の推移（申請内容別） 

 

 

※ 年度ごとに上段が件数、下段が申請内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。 

下段の合計値は、四捨五入による端数処理の関係で100％にならないことがある。 

なお、内訳延べ合計件数は、１件のあっせん申請で複数の内容にまたがる申請が行われ

た場合には、複数の申請内容を件数として計上したもの。 

24年度 25年度 26年度

1,297 1,474 1,473
（+15.7%） (+13.6%) (-0.1%)

1,904 1,614 1,392
(-21.2%) (-15.2%) (-13.8%)

515 548 480
(-15.4%) (+6.4%) (-12.4%)

574 470 422
(+9.8%) (-18.1%) (-10.2%)

174 109 149

(-4.4%) (-37.4%) (+36.7%)

いじめ・嫌がらせ

解　雇

雇止め

※　（　）内は対前年度比

退職勧奨

自己都合退職
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第９表 あっせん申請件数の推移（就労形態別） 

 

 

※ 年度ごとに上段が件数、下段が紛争の対象となる労働者の就労形態の全体（合計件数）に 

占める割合。 

下段の合計値は、四捨五入による端数処理の関係で100％にならないことがある。 

※ 事業主からのあっせんの申請については、紛争の対象の労働者の就労形態を計上。 

 

３ 都道府県労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会

によるあっせんの迅速な対応 

（１）助言・指導は１か月以内に 97.3％処理 

① 助言・指導の申出があったものの中で、平成26年度内に処理※したものは9,452件であ 

った。このうち、助言・指導を実施したものは9,104件（96.3％）。申出が取り下げら 

れたものは241件（2.5％）、処理が打ち切られたものは81件（0.9％）。（別添１の３ 

（２）） 

② 平成26年度に処理した9,452件のうち、１か月以内に処理したものは9,193件（97.3％） 

であり、概ね１か月以内に処理している。（第10表） 
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※ 助言・指導における処理の区分には、助言・指導の実施、取下げ、打切り、その他がある。取下げとは、 

申出人が自発的に申出を取り下げることによって助言・指導を終了すること、打切りとは、紛争当事者 

の一方と長期間連絡が取れない等の理由でやむを得ず助言・指導を終了すること、その他とは、助言・ 

指導の過程で制度対象外の事案（裁判で係争中の事案など）であることが判明した場合等である。 

 

第10表 １か月以内に処理した助言・指導処理件数の推移 

 
 

（２）あっせんの処理実績は参加率54.2％、合意率37.6％ 

① あっせんの申請がなされた場合、紛争当事者の双方が参加した場合にはあっせんが開 

催され、合意または打切りとなる。紛争当事者のどちらか一方が不参加であった場合 

にはあっせんは打切りとなる。（第３図） 

平成26年度においては、紛争当事者の双方があっせんに参加し、あっせんが開催され

たものは2,735件（54.2％）であった。（第11表） 

② また、平成26年度内に処理※１したあっせん5,045件のうち、合意が成立したものは、 

1,895件（37.6％）である。（第12表） 

合意が成立したもののうち、あっせんを開催せずに合意したものは91件（1.8％※２）で

あった。（別添１の４（２）） 

合意が成立したもの以外では、申請人の都合により取り下げられたものは277件

（5.5％）、あっせんが打ち切られたものは2,850件（56.5％）であった。打ち切られ

たもののうち、紛争当事者の一方が不参加であったものは1,934件（38.3％※３）。（別

添１の４（２）） 

 

※１ あっせんにおける処理の区分には、当事者間の合意の成立、申請の取下げ、打切り、その他がある。

申請の取下げとは、申請人が自発的に申請を取り下げた場合に紛争調整委員の判断であっせんを終了

すること、打切りとは、紛争当事者の一方の不参加またはあっせんの結果合意が成立しなかったなど

の場合に、紛争調整委員の判断であっせんを終了すること、その他とは、あっせんの過程で制度対象

外の事案（裁判で係争中の事案など）であることが判明した場合などである。 

 

※２、３ 平成26年度内に処理したあっせん5,045件に占める比率。 
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第11表 紛争当事者双方のあっせんの参加率の推移 

 

第12表 あっせんにおける合意率の推移 

 

 

（３）あっせんは２か月以内に92.0％処理 
 

 平成26年度内に処理した5,045件のうち、１か月以内に処理したものが2,458件 

（48.7％）、１か月を超えて２か月以内に処理したものが2,181件（43.2％）であり、 

２か月以内に4,639件（92.0％）処理している。（第13表、別添１の４（２）） 

 

第13表 ２か月以内に処理したあっせん処理件数の推移 

 
 

【別添資料】 

別添１ 平成26年度個別労働紛争解決制度の運用状況（概要） 

別添２ 平成26年度都道府県別個別労働紛争解決制度の運用状況について 

別添３ 平成26年度助言・指導及びあっせんの事例 

別添４ 個別労働紛争の解決の促進に関する法律の概要 

別添５ 個別労働紛争解決制度の枠組み 
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別添１ 
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【参考】 

平成26年労働関係民事通常訴訟事件の新受件数   3,254件 (平成25年 3,209件） 

平成26年労働審判事件の新受件数        3,416件 (平成25年 3,678件）                            

【最高裁判所調べ。ただし、平成26年の数値は速報値。】 
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別添２ 
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助言・指導及びあっせんの事例（平成26年度） 

 

【助言・指導の例】 

事例１： いじめ・嫌がらせに係る助言・指導 

事案の概要 申出人はミスをすると上司から怒鳴られていた。会社の人事課に相談し

たところ、人事課は申出人の上司を指導したが、上司は申出人に仕事を与

えなくなり、申出人が何らかの仕事をしていると、「仕事をするな。」と言って

怒るようになった。 

精神的に耐えられないので、上司の接し方に改善を求めたいとして助言・

指導を申し出たもの。 

 

助言・指導の 

内容・結果 
・事業主に対し、パワーハラスメントの提言で示されている類型（５）仕事を

与えないことについて説明し、申出人の上司の行為がパワーハラスメント

に該当する可能性があり、会社の責任が問われる可能性があることから、

注意する等の対応を行うよう助言した。 

・人事課が、再度申出人の上司を指導し、上司は申出人への接し方を改善

した。 

 

 

 

 

 

事例２： 解雇に係る助言・指導 

事案の概要 申出人はパート社員として勤務していたが、習い事を始め、休みを増やし

てほしいと事業主に申し出たところ、「今月末付けで辞めてもらいたい。」と

言われた。 

今、辞めさせられると困るため、解雇を撤回してほしいとして助言・指導を

申し出たもの。 

 

助言・指導の 

内容・結果 
・事業主に対し、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当

と認められない場合は無効となることを説明し、申出人と話し合う等の対

応をとるよう助言した。 

・助言に基づき、紛争当事者間で話し合いが行われ、申出人の雇用継続が

認められた。 

 

 

 

 

 

別添３ 
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事例３： 自己都合退職に係る助言・指導 

事案の概要 申出人は、正社員として勤務していたが、ある月のある日に、１か月後の

日付で退職を申し込んだところ、申出人は会社に必要な人物であることを理

由に「退職は認められない」と退職を拒否された。 

次の就職先が決まりそうなので、何とか円満に退職したいとして、助言・

指導を申し出たもの。 

 

 

助言・指導の 

内容・結果 
・事業主に対して、雇用は、解約の申入れの日から２週間を経過することに

よって終了するという民法第627条第１項について説明し、申出人と話し合

うよう助言した。 

・助言に基づき、紛争当事者間で話し合いが行われ、紛争当事者間で納得

した上で、申出人は２か月後の日付で退職することになった。 

 
 

 

 

 

事例４：労働条件の引下げに係る助言・指導 

事案の概要 申出人はパート社員として勤務しており、通勤手当が日額で定められてい

た。しかし、ある時期から会社の車を通勤に使用していることを理由に、通

勤手当が突然引き下げられた。 

通勤手当の引下げについては事前に説明がなく、また、引下げの理由に

ついても納得がいかないため、通勤手当を元の額に戻してもらいたいとし

て、助言・指導を申し出たもの。 
 

 

助言・指導の

内容・結果 
・事業主に対し、労働条件を変更する際には、労働者の合意なく一方的な変

更はできないことについて説明し、労働条件について当事者で話し合うよう

助言した。 

・助言に基づき、紛争当事者間で話し合いが行われ、通勤手当額について

確認し、元の金額との差額が遡って補償されることになった。 
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【あっせんの例】 

事例１： いじめ・嫌がらせに係るあっせん 

事案の概要 申請人は、店長から、日常的に「バカ」「お前」などと言われ、精神的苦痛を

感じており、店長に改善を求めて抗議をしたものの、店長は全く聞く耳を持た

ず、退職に追い込まれた。 

このため、精神的損失を被ったことに対する補償として、50万円の支払い

を求めたいとしてあっせんを申請した。 

あっせんの 

ポイント・結果 
・あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は「バカ」や「お前」な

どといった発言は冗談であるとしていじめ・嫌がらせの事実を認めなかった

ものの、問題を解決するために、解決金として５万円を支払う考えを示した。 

・申請人は提示された解決金額について同意したため、解決金として５万円

を支払うことで合意が成立し、解決した。 

 

事例２： 解雇に係るあっせん 

事案の概要 申請人は、正社員として勤務していたが、社長から、「仕事に対するやる気

が見えない。」と言われ、解雇を通告された。 

事前に注意や指導がなく、いきなり解雇されたため、納得がいかない。 

このため、経済的・精神的損失に対する補償金として、100万円の支払い

を求めたいとしてあっせんを申請した。 

あっせんの 

ポイント・結果 
・あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は、解雇予告手当を

支払ったと主張したものの、あっせん委員の調整の結果、解決金として 40

万円支払う考えを示した。 

・申請人は提示された解決金額について同意したため、解雇予告手当とは別

に解決金として 40万円を支払うことで合意が成立し、解決した。 

 

事例３： 雇止めに係るあっせん 

事案の概要 申請人は半年ないし１年の期間契約を反復更新して勤務していたが、「総

合的に判断した結果、次期契約を更新しない」として、雇止めされて退職し

た。 

雇止めに納得がいかないので、復職を求めるとともに、復職ができないの

であれば、経済的・精神的損失に対する補償金として、30万円の支払いを

求めたいとしてあっせんを申請した。 

あっせんの 

ポイント・結果 
・あっせん委員が双方の主張を聞き、被申請人に対し、解決の方向性を確

認したところ、被申請人は申請人の復職には応じられないが、解決金とし

て 10万円を支払う考えを示した。 

・これを受けて、申請人に対し、解決のために金額の譲歩の考えを確認した

ところ、15万円程度であれば可能である旨考えが示された。 

・あっせん委員が、再度、被申請人に解決のための譲歩を促したところ、被

申請人は申請人が提示した解決金額について同意したため、解決金として

15万円支払うことで合意が成立し、解決した。 
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事例４： 退職勧奨に係るあっせん 

事案の概要 申請人は、正社員として勤務していたが、「転職活動をしてみれば。」と退

職を勧められ、事あるごとに同僚と比べられるようになり、精神的に耐えられ

なくなって、退職せざるを得なくなった。 

このため、経済的・精神的損失に対する補償金として、64万円の支払いを

求めたいとしてあっせんを申請した。 

 

あっせんの 

ポイント・結

果 

・あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は、あくまでも申請人

の円満な自己都合退職であると主張したものの、問題を解決するために、

ある程度の和解案に応じるつもりがある考えを示した。 

・解決金として双方譲歩可能な金額を確認し、調整した結果、30万円を支払

うことで合意が成立し、解決した。 

 

 

 

 

事例５： 自己都合退職に係るあっせん 

事案の概要 申請人は会社から海外赴任を命じられたが、赴任予定日までの間、待機

を命じられた上に、また、赴任後も業務内容や勤務態様が大幅に変化するこ

とが言い渡された。会社と話し合いをしたものの、折り合いがつかず、やむを

得ず退職することにしたが、会社から、自己都合退職として取り扱われた。 

会社の調整不足が原因で退職したと考えていたため、自己都合退職とい

う扱いには納得できず、雇用保険手続きの際にハローワークに異議申立をし

たところ、会社都合退職と認められた。しかし、会社を退職したことの損失を

考えると、それだけではやはり納得できないので、経済的・精神的損失に対

する補償金として、60万円の支払いを求めたいとしてあっせんを申請した。 
 

あっせんの 

ポイント・結

果 

・あっせん委員が双方の主張を聞き、被申請人に対し、解決の方向性を確認

したところ、被申請人は、申請人の請求金額には根拠がないため応じられ

ないが、解決金として、賃金額を元に計算した 27 万円を支払う考えを示し

た。 

・申請人は提示された解決金額について同意したため、解決金として 27万円

を支払うことで合意が成立し、解決した。  
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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要 

 

 

１ 趣旨 

 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働

者と事業主との間の紛争（以下「個別労働関係紛争」という。）が増加していることにかんがみ、

これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、

紛争調整委員会のあっせん制度の創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。 

 

 

２ 概要 

(1) 紛争の自主的解決 

 個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、自主的な解決を図るように努めなければ

ならないものとする。 

 

(2) 都道府県労働局長による情報提供、相談等 

 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進のため、労働者又

は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。 

 

(3) 都道府県労働局長による助言及び指導 

 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援

助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。 

 

(4) 紛争調整委員会によるあっせん 

イ 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申

請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員

会にあっせんを行わせるものとする。 

ロ 都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとする。 

ハ あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が

解決されるように努めなければならないものとする。 

ニ あっせん委員は、当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、こ

れを当事者に提示することができるものとする。 

 

(5) 地方公共団体の施策等 

 地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は事業主に対し、情報提

供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとし、国は、地方公共団体

の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。  

また、当該施策として都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会が、当該都道府県

労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。 
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